
下限面積を決定しました

下限面積は「毎年、農業委員会において設定または修正の必要性を検討し、検討
結果を公表する」とされています。本年の検討結果をお知らせします。

● 設定区域 砂川市
● 設定面積 １.５ヘクタール
【令和４年７月２５日開催第２５回定例総会で決定】

※ 下限面積とは、農地を取得する際の要件の１つです。北海道は、農地取得後の経営面積が２
ヘクタール以上とされていますが、市町村ごとに２ヘクタール以下に設定することができ、砂
川市では上記のとおり定めました。なお、農地法の一部が改定され令和５年４月以降は下限面
積が廃止される見込みです。

農地の貸借契約期間について

農地法第３条の許可による賃貸借は法定更新(同一条件で自動的に更新）されます
が、使用貸借及び農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画に係る賃貸
借は法定更新されません。そのため農地を貸し借りしている方は、契約期間にご注
意ください。
農地に関する相談は、地区担当農業委員または、農業委員会事務局までお気軽に

お問い合わせください。
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農業者年金に加入している方で企業や公官庁などに雇用されて国民年金から厚生
年金に替わった方は、手続きが必要です。農業者年金に加入するためには国民年金
に加入することが条件であるため、厚生年金に替わった場合は農業者年金に加入で
きません。
また、冬期間のみなど短期間でも厚生年金に替わる場合は、同様に手続きが必要

ですのでご注意ください。農業者年金に関する手続きは農業委員会事務局または農
協までお越しください。

国民年金から厚生年金に替わる方へ


